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道 人 事 委 員 会 規 則

北海道職員等の旅費支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年１１月３０日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２３９

北海道職員等の旅費支給規則の一部を改正する規則
北海道職員等の旅費支給規則（北海道人事委員会規則７－６）の一部を次のように改正す
る。
別表第５神奈川県の項を次のように改める。

神 奈 川 県
横浜市
川崎市
相模原市

別表第５備考を削る。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

へき地手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年１１月３０日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２４０

へき地手当に関する規則の一部を改正する規則
へき地手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－９８）の一部を次のように改正する。
第８条に次の２項を加える。
４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項の規定の適用については、当該各号に定めるとこ
ろによる。
� 育児短時間勤務職員等（北海道職員等の育児休業等に関する条例（平成４年北海道条
例第３号）第１５条第１項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。）以外の
職員であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったもの 第２項中
「おけるへき地手当の月額」とあるのは「おける給料の月額を同日における北海道学校
職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第２１号。以下「勤務時間等
条例」という。）第３条第２項（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤
務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年北海道条例第８１号。以下「市町村立学校職員勤
務時間等条例」という。）第２条において準用する場合を含む。）の規定により定めら
れたその者の勤務時間を勤務時間等条例第３条第１項（市町村立学校職員勤務時間等条
例第２条において準用する場合を含む。）に規定する勤務時間で除して得た数で除して
得た額及び同日における扶養手当の月額の合計額に、同日におけるへき地手当の割合
（学校職員給与条例第１１条の２第３項又は第４項（市町村立学校職員給与条例第２条第
２項において準用する場合を含む。）の規定による割合をいう。）を乗じて得た額」と
する。

� 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の
職員であったもの 第２項中「おけるへき地手当の月額」とあるのは「おける給料の月
額に北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第２１号。以
下「勤務時間等条例」という。）第３条第２項（市町村立学校職員給与負担法に規定す
る学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年北海道条例第８１号。以下「市町
村立学校職員勤務時間等条例」という。）第２条において準用する場合を含む。）の規
定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第３条第１項（市町村立学校職
員勤務時間等条例第２条において準用する場合を含む。）に規定する勤務時間で除して
得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額に、同日におけるへき地手当の割合
（学校職員給与条例第１１条の２第３項又は第４項（市町村立学校職員給与条例第２条第
２項において準用する場合を含む。）の規定による割合をいう。）を乗じて得た額」と
する。

� 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であっ
たもの 第２項中「おけるへき地手当の月額」とあるのは「おける給料の月額を同日に
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おける北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第２１号。
以下「勤務時間等条例」という。）第３条第２項（市町村立学校職員給与負担法に規定
する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年北海道条例第８１号。以下「市
町村立学校職員勤務時間等条例」という。）第２条において準用する場合を含む。以下
同じ。）の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第３条第１項（市
町村立学校職員勤務時間等条例第２条において準用する場合を含む。以下同じ。）に規
定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に勤務時間等条例第３条第２項の規定に
より定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第３条第１項に規定する勤務時間で
除して得た数を乗じて得た額及び同日における扶養手当の月額の合計額に、同日におけ
るへき地手当の割合（学校職員給与条例第１１条の２第３項又は第４項（市町村立学校職
員給与条例第２条第２項において準用する場合を含む。）の規定による割合をいう。）
を乗じて得た額」とする。

５ 次の各号に掲げる職員に対する第３項の規定の適用については、当該各号に定めるとこ
ろによる。
� 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、施行日の前日において育児短時間勤務職
員等であったもの 第３項中「給料及び」とあるのは「給料の月額を同日における北海
道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第２１号。以下「勤務
時間等条例」という。）第３条第２項（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職
員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年北海道条例第８１号。以下「市町村立学校
職員勤務時間等条例」という。）第２条において準用する場合を含む。）の規定により
定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第３条第１項（市町村立学校職員勤務時
間等条例第２条において準用する場合を含む。）に規定する勤務時間で除して得た数で
除して得た額及び同日における」とする。

� 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の
職員であったもの 第３項中「給料及び」とあるのは「給料の月額に北海道学校職員の
勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第２１号。以下「勤務時間等条例」
という。）第３条第２項（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、
休暇等に関する条例（昭和２７年北海道条例第８１号。以下「市町村立学校職員勤務時間等
条例」という。）第２条において準用する場合を含む。）の規定により定められたその
者の勤務時間を勤務時間等条例第３条第１項（市町村立学校職員勤務時間等条例第２条
において準用する場合を含む。）に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及
び」とする。

� 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であっ
たもの 第３項中「給料及び」とあるのは「給料の月額を同日における北海道学校職員
の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第２１号。以下「勤務時間等条

例」という。）第３条第２項（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務
時間、休暇等に関する条例（昭和２７年北海道条例第８１号。以下「市町村立学校職員勤務
時間等条例」という。）第２条において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定によ
り定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第３条第１項（市町村立学校職員勤務
時間等条例第２条において準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する勤務時間で除
して得た数で除して得た額に勤務時間等条例第３条第２項の規定により定められたその
者の勤務時間を勤務時間等条例第３条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額及び同日における」とする。
附 則

この規則は、平成２３年１２月１日から施行する。

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年１１月３０日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２４１

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則
給料の調整額に関する規則（北海道人事委員会規則７－１８８）の一部を次のように改正す
る。
別表第２行政職給料表の項中「１２，１００円」を「１２，０００円」に、「１４，４００円」を「１４，３００
円」に、「１６，０００円」を「１５，９００円」に改め、同表中学校及び小学校教育職給料表の項中
「１２，８００円」を「１２，７００円」に改める。

附 則

この規則は、平成２３年１２月１日から施行する。

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年１１月３０日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２４２

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則
特地勤務手当等に関する規則（北海道人事委員会規則７－３５７）の一部を次のように改正
する。
第３条第３項に次の１号を加える。
� 前項各号に定める日が平成２３年４月１日から同年１１月３０日までの間にある職員 同項
中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について北海道職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５２号。以下「平成２３年道職員改正

北 海 道 公 報 号外第��号 ２平成２３年１１月３０日（水曜日）



条例」という。）の施行の日における平成２３年道職員改正条例第１条の規定による改正
後の道職員給与条例の規定及び平成２３年道職員改正条例第４条の規定による改正後の北
海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１８年北海道条例第１１号）附
則第８項から第１０項までの規定並びに北海道地方警察職員の給与に関する条例等の一部
を改正する条例（平成２３年北海道条例第５５号。以下「平成２３年警察職員改正条例」とい
う。）の施行の日における平成２３年警察職員改正条例第１条の規定による改正後の警察
職員給与条例の規定及び平成２３年警察職員改正条例第２条の規定による改正後の北海道
地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年北海道条例第５２号）
附則第８項から第１０項までの規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める
日に受けていた」とする。
第３条第４項第１号中「。以下「道職員勤務時間等条例」という。」を削り、「道職員勤
務時間等条例第２条第１項」を「同条例第２条第１項」に、「又は第５号」を「から第６号
まで」に、「道職員勤務時間等条例第２条第２項」を「北海道職員の勤務時間、休暇等に関
する条例（平成１０年北海道条例第３号）第２条第２項」に改め、同項第２号中「道職員勤務
時間等条例第２条第２項」を「北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海
道条例第３号）第２条第２項」に、「道職員勤務時間等条例第２条第１項」を「同条例第２
条第１項」に、「又は第５号」を「から第６号まで」に改め、同項第３号中「道職員勤務時
間等条例第２条第２項」を「北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１０年北海道
条例第３号）第２条第２項」に、「道職員勤務時間等条例第２条第１項」を「同条例第２条
第１項」に、「当該数」を「同条例第２条第２項又は第８条第１項の規定により定められた
その者の勤務時間を同条例第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た数」に、「又は第
５号」を「から第６号まで」に改める。
第５条第３項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、同項に次の１
号を加える。
� 道職員給与条例第１２条の３第１項及び警察職員給与条例第１４条の３第１項に規定する
異動又は部局の移転の日が平成２３年４月１日から同年１１月３０日までの間にある職員 前
項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について北海道職員の給与に関す
る条例等の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５２号。以下「平成２３年道職員改
正条例」という。）の施行の日における平成２３年道職員改正条例第１条の規定による改
正後の道職員給与条例の規定及び平成２３年道職員改正条例第４条の規定による改正後の
北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１８年北海道条例第１１号）
附則第８項から第１０項までの規定並びに北海道地方警察職員の給与に関する条例等の一
部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５５号。以下「平成２３年警察職員改正条例」と
いう。）の施行の日における平成２３年警察職員改正条例第１条の規定による改正後の警
察職員給与条例の規定及び平成２３年警察職員改正条例第２条の規定による改正後の北海

道地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年北海道条例第５２
号）附則第８項から第１０項までの規定によるものとした場合の給料の月額並びに道職員
給与条例第１２条の３第１項及び警察職員給与条例第１４条の３第１項に規定する異動又は
部局の移転の日に受けていた」とする。
第５条第４項第１号中「道職員勤務時間等条例第２条第２項」を「北海道職員の勤務時間、
休暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第３号）第２条第２項」に、「道職員勤務時間等
条例第２条第１項」を「同条例第２条第１項」に、「前項第２号又は第３号」を「前項各
号」に改め、同項第２号中「（前項第１号の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」
を削り、「道職員勤務時間等条例第２条第２項」を「北海道職員の勤務時間、休暇等に関す
る条例（平成１０年北海道条例第３号）第２条第２項」に、「道職員勤務時間等条例第２条第
１項」を「同条例第２条第１項」に、「前項第２号又は第３号」を「前項各号」に改め、同
項第３号中「道職員勤務時間等条例第２条第２項」を「北海道職員の勤務時間、休暇等に関
する条例（平成１０年北海道条例第３号）第２条第２項」に、「道職員勤務時間等条例第２条
第１項」を「同条例第２条第１項」に、「当該数」を「同条例第２条第２項又は第８条第１
項の規定により定められたその者の勤務時間を同条例第２条第１項に規定する勤務時間で除
して得た数」に、「前項第２号又は第３号」を「前項各号」に改める。

附 則

この規則は、平成２３年１２月１日から施行する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年１１月３０日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２４３

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７－４０５）の一部を次
のように改正する。
別表第７イの表３級の欄中
「

９０

９１

９２

９３

９３

９４
を

「
８９

９０

９０

９１

９１

９２
に改める。

北 海 道 公 報 号外第��号 ３平成２３年１１月３０日（水曜日）



９４

９５

９５

９６
」

９２

９３

９４

９５
」

別表第７エの表２級の欄中
「

５８

５８

５９

５９

６０

６０

６１

６１

６１

６１

６２

６２

６２

６２

６３

６３

６３

６３

６４

６４

６４

６４

６５

を

「
５７

５８

５８

５８

５９

５９

５９

６０

６０

６０

６１

６１

６１

６１

６２

６２

６２

６２

６３

６３

６３

６３

６４

に、

６５

６５

６５
」

６４

６４

６４
」

「
６６

６６

６６

６６

６６

６６

６６

６７

６７

６７

６７

６７

６７

６７

６８

６８

６８

６８

６８

６８

６８

６９
」

を

「
６５

６５

６５

６５

６６

６６

６６

６６

６６

６６

６６

６７

６７

６７

６７

６７

６７

６７

６８

６８

６８

６８
」

に改める。

別表第７オの表２級の欄中

北 海 道 公 報 号外第��号 ４平成２３年１１月３０日（水曜日）



「
６６

６６

６６

６６

６７

６７

６７

６７

６８

６８

６８

６８

６９

６９

６９

６９

７０

７０

７０

７０

７１

７１

７１

７１

７２
」

を

「
６５

６６

６６

６６

６６

６６

６７

６７

６７

６７

６７

６８

６８

６８

６８

６８

６９

６９

６９

７０

７０

７０

７１

７１

７１
」

に改め、同表特２級の欄中

「
７０

７１

「
６９

７０

「
８６

８７

「
８５

８６

７２

７３

７３

７４

７４

７５

７５

７６
」

を

７０

７１

７１

７２

７２

７３

７４

７５
」

に、

８８

８９

８９

９０

９０

９１

９１

９２
」

を

８６

８７

８７

８８

８８

８９

９０

９１
」

に

改める。
別表第７ケの表２級の欄中
「

８６

８６

８６

８７

８７

８７

８８

８８

８８

８９

８９

８９

９０

９０

９０

９１

９１

９１

を

「
８５

８６

８６

８６

８６

８７

８７

８７

８７

８８

８８

８８

８８

８９

８９

８９

９０

９０

に、

「
９５

９５

９５

９５

９６
」

を

「
９４

９４

９５

９５

９５
」

に改める。
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９２

９２

９２

９３

９３

９３

９３

９４

９４

９４
」

９０

９１

９１

９１

９２

９２

９２

９３

９３

９３
」

附 則

１ この規則は、平成２３年１２月１日から施行する。

２ この規則の施行の日から平成２４年３月３１日までの間において、新たに給料表の適用を受

けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由により

その受ける号俸に異動のあった職員（個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定すること

とされている職員を除く。）の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前

の例によることができる。

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２３年１１月３０日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則

北海道人事委員会規則７－１２４４

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部を改正する規則

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則（北海道人事委員会規則７－１１０１）の一部を次

のように改正する。

第２条中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、第１３号を第１２号とし、第１４号を第１３号とす

る。

第３条第１項中「１００分の９９．５９」を「１００分の９９．１」に改め、同条第２項中第５号を削り、

第６号を第５号とする。

第４条第１項第１号から第３号までの規定中「第６号」を「第５号」に、「１００分の９９．５９」

を「１００分の９９．１」に改め、同項第４号中「１００分の９９．５９」を「１００分の９９．１」に改め、同項

中第５号を削り、第６号を第５号とする。

第５条第１項中「１００分の９９．５９」を「１００分の９９．１」に改め、同条第２項中「（附則第２９
項等職員にあっては、当該額に１００分の９８．５を乗じて得た額）」を削る。
第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。
（端数計算）
第６条 平成１８年改正条例附則第８項から第１０項までの規定による給料の額に１円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
附 則

この規則は、平成２３年１２月１日から施行する。

平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則をここに公布する。
平成２３年１１月３０日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２４５

平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
（減額改定対象職員に含まれない者）
第１条 北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５２
号。以下「道職員改正条例」という。）附則第３項第１号、北海道学校職員の給与に関す
る条例等の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５３号。以下「学校職員改正条例」
という。）附則第２項第１号（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に
関する条例の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第５４号）附則第２項において準用
する場合を含む。以下学校職員改正条例の規定について規定する場合において同じ。）及
び北海道地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例
第５５号。以下「警察職員改正条例」という。）附則第２項第１号のこれに相当するものと
して人事委員会規則で定めるものは、北海道企業職員給与規程（平成２１年北海道企業管理
規程第１０号）第２条に規定する行政職給料表の道職員改正条例附則第３項第１号の表道職
員給与条例第４条第１項第１号、学校職員給与条例第５条第１項第１号又は警察職員給与
条例第５条第１項第２号に規定する行政職給料表の項に掲げる職務の級及び号俸とする。
（減額改定対象職員となった者の改正条例附則第３項第１号等の給料の調整額等の月額の
算定の基準となる日の特例）
第２条 道職員改正条例附則第３項第１号、学校職員改正条例附則第２項第１号及び警察職
員改正条例附則第２項第１号の任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものは、平
成２３年４月１日から同年１２月１日（同月に支給する期末手当について道職員改正条例第１
条の規定による改正後の北海道職員の給与に関する条例（昭和２７年北海道条例第７５号。以
下「道職員給与条例」という。）第１９条第１項後段若しくは第２１条第６項、学校職員改正
条例第１条の規定による改正後の北海道学校職員の給与に関する条例（昭和２７年北海道条
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例第７８号。以下「学校職員給与条例」という。）第１９条第１項後段若しくは第２１条第７項
（これらの規定を市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例
（昭和２７年北海道条例第７９号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。）第２条第２
項において準用する場合を含む。以下学校職員給与条例の規定について規定する場合にお
いて同じ。）又は警察職員改正条例第１条の規定による改正後の北海道地方警察職員の給
与に関する条例（昭和２９年北海道条例第３４号。以下「警察職員給与条例」という。）第２２
条第１項後段若しくは第２６条第６項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若し
くは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。）までの期間の全期間が職員（道
職員給与条例、学校職員給与条例、市町村立学校職員給与条例、警察職員給与条例及び北
海道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年北海道条例第６５号。以下「企
業職員給与条例」という。）の適用を受ける職員をいう。以下同じ。）として在職した期
間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
� 特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項
に規定する特定地方独立行政法人をいう。）の職員

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３条第３項第１号か
ら第３号までに規定する特別職に属する者で北海道に勤務するもの

� 国家公務員
� 職員以外の地方公務員
� 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）
第１０条第２項に規定する退職派遣者

� 公庫等職員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の２第１項に規
定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる
者をいう。）

２ 道職員改正条例附則第３項第１号、学校職員改正条例附則第２項第１号及び警察職員改
正条例附則第２項第１号の人事委員会規則で定める日は、平成２３年４月２日（同日から基
準日までの期間において新たに職員となった日（当該期間において、職員が人事交流等に
より引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した
後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。）がある場合は当該日（当該日
が２以上あるときは、当該日のうち最も遅い日））から基準日までの期間における減額改
定対象職員（道職員改正条例附則第３項第１号、学校職員改正条例附則第２項第１号及び
警察職員改正条例附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。）と
なった日のうち最も早い日とする。
（在職しなかった期間等がある者の改正条例附則第３項第１号等の月数の算定）
第３条 道職員改正条例附則第３項第１号、学校職員改正条例附則第２項第１号及び警察職
員改正条例附則第２項第１号の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

� 職員として在職しなかった期間（基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した
期間であって、平成２３年４月１日から基準日までの間において、職員が人事交流等によ
り引き続いて前条第１項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤
務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号
に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。）

� 休職期間（法第２８条第２項又は北海道職員等の分限に関する条例（昭和２７年北海道条
例第６０号）第１条の２の規定により休職にされていた期間（給料の全額を支給された期
間を除く。）をいう。）、専従休職期間（法第５５条の２第１項ただし書又は地方公営企
業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第６条第１項ただし書に規定す
る許可を受けていた期間をいう。）、大学院修学休業期間（教育公務員特例法（昭和２４
年法律第１号）第２６条第１項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。）、非
常勤職員期間（非常勤職員（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職
員を除く。）として在職した期間をいう。）、派遣期間（外国の地方公共団体の機関等
に派遣される北海道職員等の処遇等に関する条例（昭和６３年北海道条例第１号）第２条
第１項又は公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例（平成１３年北海道条例
第５４号）第２条第１項の規定により派遣されていた期間（給料の全額を支給された期間
を除く。）をいう。）、育児休業期間（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３
年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休業をしてい
た期間をいう。）、育児短時間勤務職員期間（育児休業法第１０条の規定により育児短時
間勤務をしていた期間をいう。）又は自己啓発等休業期間（法第２６条の５第１項に規定
する自己啓発等休業をしていた期間をいう。）

� 停職期間（法第２９条の規定により停職にされていた期間をいう。）
� 道職員給与条例第１３条ただし書、学校職員給与条例第１３条ただし書若しくは警察職員
給与条例第１５条ただし書、北海道職員等の育児休業等に関する条例（平成４年北海道条
例第３号）第２６条若しくは企業職員給与条例第１６条第２項、北海道職員の勤務時間、休
暇等に関する条例（平成１０年北海道条例第３号）第１６条第３項（同条例第１７条第２項に
おいて準用する場合を含む。）若しくは北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条
例（平成１０年北海道条例第２１号）第１６条第３項（同条例第１７条第２項において準用する
場合を含む。）（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等
に関する条例（昭和２７年北海道条例第８１号）第２条において準用する場合を含む。）又
は北海道職員等の修学部分休業に関する条例（平成１７年北海道条例第４号）第３条第１
項若しくは北海道職員等の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年北海道条例第５号）
第３条第１項の規定により給与を減額された期間

� 道職員給与条例第１３条本文、学校職員給与条例第１３条本文、警察職員給与条例第１５条
本文又は企業職員給与条例第１６条第１項の規定により給与を減額された期間
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� 減額改定対象職員以外の職員であった期間
２ 道職員改正条例附則第３項第１号、学校職員改正条例附則第２項第１号及び警察職員改
正条例附則第２項第１号の人事委員会規則で定める月数は、平成２３年４月から同年１１月ま
での各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
� 前項第１号、第２号、第４号又は第６号に掲げる期間のある月
� 前項第３号又は第５号に掲げる期間のある月（前号に該当する月を除く。）であっ
て、その月について支給された給料の額が道職員改正条例附則第３項第１号、学校職員
改正条例附則第２項第１号及び警察職員改正条例附則第２項第１号に規定する合計額に
１００分の０．３４を乗じて得た額（以下「附則第３項第１号等基礎額」という。）に満たな
いもの
（道職員改正条例附則第３項第２号等に掲げる額を調整額に含めない職員）
第４条 道職員改正条例附則第３項第２号、学校職員改正条例附則第２項第２号及び警察職
員改正条例附則第２項第２号の人事委員会規則で定める者は、平成２３年６月１日において
減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者（当
該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第２条第１項各号に掲げ
る者として勤務した期間である者を含む。）以外の者とする。
（端数計算）
第５条 附則第３項第１号等基礎額又は道職員改正条例附則第３項第２号、学校職員改正条
例附則第２項第２号及び警察職員改正条例附則第２項第２号に掲げる額に１円未満の端数
を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
（雑則）
第６条 この規則に定めるもののほか、平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置
の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則

この規則は、平成２３年１２月１日から施行する。
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